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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を照明する光源及び該光源で照明された原稿からの反射光を導くミラーを搭載し、
原稿に対して副走査方向に移動可能なキャリッジと、
　該キャリッジのホームポジションを検出するための検出手段と、
　前記ミラーからの反射光から前記原稿の主走査方向の画像を読み取るラインセンサと、
　前記キャリッジの移動を制御する制御手段と、
を備えた画像読み取り装置において、
　前記制御手段は、電源オン時にホーミング処理を行うことによってキャリッジの位置あ
わせを行う際、プレスキャンを行うモードの場合に、前記検出手段が前記電源オン時に前
記キャリッジを検出したときには前記ホーミング処理を行わないこと
を特徴とする画像読み取り装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像読み取り装置と、
　前記画像読み取り装置によって読み取った画像データに基づいて記録媒体に可視画像を
形成する画像形成手段と、
を備えていることを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、キャリッジが移動して原稿台に置かれた原稿を走査することにより画像を読み
取る画像読み取り装置およびその画像読み取り装置を備えた画像形成装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　複写機、ファクシミリ、スキャナなどの画像形成装置においては、原稿台に置かれた原
稿を走査して原稿画像を読み取る画像読み取り装置（スキャナ）が設けられている。この
画像読み取り装置には、原稿を照明する光源および原稿からの反射光を所定の方向に導く
ミラーを支持しながら原稿の所定の方向に沿って（副走査方向）移動するキャリッジが備
えられており、原稿を走査する際にはこのキャリッジのスタート位置の精度が極めて重要
である。そのため、従来の画像読み取り装置においては、キャリッジの基準位置であるホ
ームポジションの近傍にホームポジションを検出するセンサ（検出手段）を設け、このセ
ンサの検出出力によってホームポジションを検出するようにしている。このホームポジシ
ョンサーチすなわちホーミング処理（以下、ホーミング処理と称する）は、複写機の場合
はコピーボタンの押下の際にコピーのための予備走査を行ったり、ファクシミリやスキャ
ナの場合は原稿の読み取りのための本走査を行う直前に行うように構成されている。この
ように、電源オン時にキャリッジの位置あわせを行うホーミング動作を実施した後にスキ
ャン開始可能となる制御が行われていたので、ホーミング処理の分だけファーストコピー
やファースト読み取り時間が長くなってしまうのが通例であった。
【０００３】
一方、近年、省エネ、環境問題の高まりにより、不要な時間はすぐに電源を自動的に落と
すような動作が求められてきたが、その反面、電源オン後に素早い立ち上がりも求められ
てきている。
【０００４】
そこで、例えば特許文献１には、キャリッジの復帰動作時に位置ずれが発生した場合のみ
、キャリッジの位置ずれ補正やホーミング処理を行わせることで、繰り返しの読み取り動
作を迅速にすることが提案されている。また、特許文献２では、ホーミング処理時のセン
サの読み取り出力とキャリッジの移動距離とによる黒基準値が、予め設定された上下限値
を超えた場合は、前回検出した値が上下限値を超えていなければ、前回検出した値を補正
の基準値として用いることにより読み取り画像の位置精度を高め、位置のバラ付きの少な
い画像を得ることが提案されている。
【０００５】
【特許文献１】
特開２００１－３５６４２８号公報
【０００６】
【特許文献１】
特開２００２－６４６８３号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明も上述した特許文献記載の発明と同様に、予めプレスキャン開始命令で装置が起動
する様な条件の場合には、一定の条件を満たしていれば、正確な位置あわせは必要ないと
考えホーミング動作を省略しスキャン開始とすることにより、素早い立ち上がりを得るこ
とを目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するため、第１の手段は、原稿を照明する光源及び該光源で照明された
原稿からの反射光を導くミラーを搭載し、原稿に対して副走査方向に移動可能なキャリッ
ジと、該キャリッジのホームポジションを検出するための検出手段と、前記ミラーからの
反射光から前記原稿の主走査方向の画像を読み取るラインセンサと、前記キャリッジの移
動を制御する制御手段と、を備えた画像読み取り装置において、前記制御手段は、電源オ
ン時にホーミング処理を行うことによってキャリッジの位置あわせを行う際、プレスキャ
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ンを行うモードの場合に、前記検出手段が前記電源オン時に前記キャリッジを検出したと
きには前記ホーミング処理を行わないことを特徴とする。
【００１２】
　第２の手段は、第１の手段に係る画像読み取り装置と、前記画像読み取り装置によって
読み取った画像データに基づいて記録媒体に可視画像を形成する画像形成手段とを備えて
いることを特徴とする。
【００１３】
第１の手段によれば、予めプレスキャン開始命令で装置が起動するような条件の場合に、
一定の条件を満たしていれば、正確な位置あわせは必要ないと考えホーミング動作を省略
しスキャン開始とすることになり、素早い立ち上がりを得ることができる。
【００１４】
第２の手段によれば、検出手段をキャリッジ移動方向に対してずらして配置したことによ
り、単一の検出手段の時よりも位置検出を精度良く行うことができ、また、ホーミングの
際、最小限のキャリッジの移動によりホームポジションを決定することができる。
【００１５】
第３の手段によれば、電源オン起動時にキャリッジがホームポジションにあるかどうかを
正確に判断でき、正常な位置にあるときには、ホーミングを省略することにより、起動条
件なしに起動時間を短縮することができる。
【００１６】
第４の手段によれば、検出手段が、前記キャリッジの移動方向に直交する方向の両端部あ
るいは装置筐体の前記両端部と相対する側面に設けているので、位置検出が精度良く行え
る。
【００１７】
第５の手段によれば、電源オン後に素早い立ち上がりで画像読み取り装置が動作するので
、効率よく作業を行うことができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照し、本発明の実施形態について説明する。
【００１９】
図１は、本発明の第１の実施形態における画像読み取り装置を示す要部構成図、図２は画
像読み取り装置が搭載された画像形成装置の上部の一部を示す図、図３はキャリッジとホ
ームポジションセンサの関係を説明するための図、図４はスキャン制御の動作概要を示す
フローチャートである。
【００２０】
画像読み取り装置５０は、その上部にコンタクトガラス６と基準白板(図示しない）が配
置されている。コンタクトガラス６は原稿を読み取る際にその上に原稿をセットするため
のものである。原稿は図２に示すように、上から原稿の押さえ板である圧板１ａによりコ
ンタクトガラス６から浮かないように押さえられる。勿論、公知のドキュメントフィーダ
（ＡＤＦ）を設けてもよい。また、基準白板はシェーディング補正時の補正データを得る
ための主走査方向に設けられた均一濃度のほぼ白色の部材である。
【００２１】
　画像読み取り装置５０の内部には、基準白板あるいはコンタクトガラス６の面に対して
ある角度で読み取り面を照射するキセノンランプのような光源５０４と、基準白板あるい
は原稿で反射した光を反射する３枚の第１、第２および第３のミラー５２，５５，５６と
、第３のミラー５６からの反射光を結像するレンズブロック５３と、レンズ６を反射光を
アナログ画像信号に変換するラインセンサであるＣＣＤ５４と、このＣＣＤ５４からの画
像信号をデジタル信号に変換するための各種回路が設けられた読取基板５０７とから構成
されている。光源５０４と第１ミラー５２は第１キャリッジ５０１に搭載され、第２およ
び第３ミラー５５，５６は第２キャリッジ５０２に搭載されている。第１および第２キャ
リッジ５０１，５０２は、駆動モータ５０５によりそれぞれ２：１の速度でコンタクトガ
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ラス６に沿って移動しながら、原稿の画像を読み取っていく。
【００２２】
画像読み取り装置５０の底部には、原稿のサイズを検出する複数個の原稿サイズ検知セン
サ５１４が設けられ、上部には圧板１ａの開閉を検出する圧板開放検知センサ５１５、第
１キャリッジ５０１のホームポジションを検出するホームポジションセンサ５０６が設け
られている。この外に、図示していないが、駆動モータ５０３の周辺回路が設けられ、そ
れぞれの検出タイミングで読み取り制御が行われている。
【００２３】
第１キャリッジ５０１がホームポジションに位置したか否かの検出は、第１キャリッジ５
０１に設けられたフィラー５０９がホームポジションセンサ５０６内に入るとセンサ５０
６がオンし、センサ５０６から外れるとオフとなるのを利用している。
【００２４】
従来は、画像読み取り装置５０の電源を入れると、第１キャリッジ５０１がホーミング動
作を行い、その後、読取基板５０７の黒レベル，白レベル調整等の調整を行った後に画像
読み取り装置５０は、読み取り動作可能の状態になる制御が行われていた。
【００２５】
ここでホーミング動作は、電源オン時にホームポジションセンサ５０６がオンしていると
きは、ホームポジションセンサ５０６から離れる方向へ一旦第１キャリッジ５０１を動か
し、ホームポジションセンサ５０６がオフした後に再度オンする方向へ戻してオンするタ
イミングを確定して位置精度を向上させホームポジションとしている。また、電源オン時
にホームポジションセンサ５０６がオフしているときには、オンする方向へ第１キャリッ
ジ５０１を動かし同様にホームポジションを決定している。
【００２６】
近年、省エネ技術が進む中で、読み取り動作を行っていないときは、不必要な電力の消費
を押さえるために画像読み取り装置の電源を遮断するという方式が一般化してきている。
この場合、ユーザーが使用したいときに、ホーミング処理や読取基板５０７の調整といっ
た初期動作を毎回待たないとスキャン動作を行うことができないため、待たされることが
多くなるという課題が顕在化してきた。従来は、電源を入れっぱなしにしておけば、その
ような初期動作は不要ですぐにスキャンできたことから、省エネの効果は上がるが、スト
レスも増大することになってきた。
【００２７】
そこで、この第１の実施形態においては、プレスキャンを要求されることによって、省エ
ネモード（電源オフ）から自動復帰するような場合に限って、ある条件を満たしていれば
、ホーミング動作を省略することにより復帰時間を短縮するようにしている。
【００２８】
一般的なスキャナにおいて、プレスキャンという限定された条件をトリガにして省エネモ
ードから復帰する場合としては、ネットワークスキャナ等が考えられる。すなわち、ネッ
トワーク上から画像読み取り装置に対して、これからプレスキャンを行うといったコマン
ドを送出しておき、それから原稿をセットするような場合である。プレスキャンというの
は、事前に各種の設定が正しいかどうか試してみたりする目的に使用されることが多く、
そのため、もしユーザーが気に入らない読み取りデータであったら、そのデータは破棄さ
れるのが通常である。従って、若干のレジストズレがあっても原稿のイメージが確認でき
れば良くレジスト精度が問題となる可能性は低いと考えられる。
【００２９】
そこで、第１の実施形態においては、図４のフローチャートに示すように、スキャンコマ
ンドを受信したとき、先ずそのコマンドがプレスキャンコマンドであるか否かをチェック
する(ステップ１０１）。コマンドがプレスキャンコマンドでない場合はホーミングを実
施し（ステップ１０２）、その後光源４のランプを点灯する。
【００３０】
一方、コマンドがプレスキャンコマンドであるときに、ホームポジションセンサ５０６の
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状態がオンであれば、少なくともホームポジション近辺に第１キャリッジ５０１は存在す
るということがいえるため、ホーミングを省略して復帰させても問題が生じにくい。した
がって、ホーミングを省略してステップ１０３に進ませる。逆にホームポジションセンサ
５０６がオフしている状態であれば、第１キャリッジ５０１は、かなりホームポジション
から離れているものと考えられ、そのまま読み取り開始をしてしまうと第１キャリッジ５
０１が、画像読み取り装置の端にぶつかって破損してしまう可能性が考えられるため、ホ
ーミングは必須であるので、ステップ１０２に進みホーミングを実施した後、ステップ１
０３に進む。
【００３１】
ランプ点灯後は、読取基板５０７の黒レベル，白レベル調整等の調整を行い（ステップ１
０４）、その後に画像読み取り装置５０は、読み取り動作可能な状態になり（ステップ１
０５）、スキャナ動作が開始される（ステップ１０６）。
【００３２】
これらの制御を行うことにより、復帰時間を短縮させることが可能である。また、従来機
に対してソフトウェアの変更で容易に対処が可能であり、ハードウェアの変更は必要ない
ため新規に開発する機種でなくても反映可能な点にメリットがある。
【００３３】
　上述した第１の実施形態では、ホームポジションセンサは１つであったが、次に説明す
る第２の実施形態においては、２つのホームポジションセンサを用いている。この第２の
実施形態を図５および図６により説明する。図５は第２の実施形態におけるキャリッジと
ホームポジションセンサとの位置関係を説明する図、図６は第２の実施形態におけるスキ
ャン制御の動作概要を示すフローチャートである。なお、ここでは第２の実施形態として
説明しているが、この第２の実施形態は、本発明における他のセンサ種類とそのセンサを
使用した制御の参考例である。
【００３４】
すなわち、図５に示すように、第１キャリッジ５０１の移動方向に直交する方向の両端側
に、移動方向に対してわずかにずらして第１および第２ホームポジションセンサ５２１，
５２２を配置している。これにより、検出精度の向上とホーミング時の第１キャリッジ５
０１の移動距離を短縮して復帰時間をも短縮させている。
【００３５】
上述したように、第１の実施形態では、ホームポジションセンサ５０６に対して第１キャ
リッジ５０１がオフオンすることにより位置を確定しているが、第１キャリッジ５０１の
両端に第１ホームポジションセンサ５２１と第２ホームポジションセンサ５２２を配し、
さらにその取り付け位置を移動方向に直交する方向に若干ずらすことにより、第１ホーム
ポジションセンサ５２１はオン、第２ホームポジションセンサ５２２はオフといった状態
を作り出すことができる。このホームポジションセンサのずらし量を小さくしていくと、
お互いにオフオンしている状態がピンポイントとなり位置精度は向上していく。従って、
この第２の実施形態によれば、第１の実施形態よりも正確なホームポジションを得ること
が可能になる。
【００３６】
また、ホーミング処理の際、第１の実施形態ではホームポジションセンサ５０６をオフオ
ンさせるために第１キャリッジ５０１を移動させていたが、第２の実施形態ではわずかな
ピンポイントの状態検出のみで良くなるため、ホームポジションセンサをオフオンさせて
、位置を探る必要がなくなる。その結果、省エネモードよりの復帰のためのホーミングは
行うものの、第１キャリッジ５０１の移動時間が短縮できるため復帰時間の短縮が可能と
なる。さらに、第１の実施形態のような、限定条件下での復帰ではなく、あらゆる復帰状
態に適用可能である。
【００３７】
この第２の実施形態においては、図６のフローチャートに示すように、電源遮断をともな
う省エネモードからの復帰時にスキャンコマンドを受信したときは、ホームポジションセ
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ンサの状態を検出して、第１ホームポジションセンサ５２１がオンしているか否かをチェ
ックし（ステップ２０１）、次に第２ホームポジションセンサ５２２がオンしているか否
かをチェックする(ステップ２０２）。第１ホームポジションセンサ５２１がオフの場合
および第２ホームポジションセンサ５２２がオフの場合は、ホーミングを実施する（ステ
ップ２０３）。一方、第１ホームポジションセンサ５２１がオンで、第２ホームポジショ
ンセンサ５２２もオンの場合、およびステップ２０３でホーミング処理を実施した後は、
光源５０４のランプを点灯し、読取基板５０７の黒レベル，白レベル調整等の調整を行い
（ステップ２０４）、その後に画像読取装置５０は、読み取り動作可能の状態になり（ス
テップ２０５）、スキャナ動作が開始される（ステップ２０６）。
【００３８】
従来機においては、省エネモードに移行するときには、キャリッジがホームポジションに
正常に位置していたとしても電源遮断中は、スキャナモータの励磁も不可能であり、外部
からの振動や衝撃によりキャリッジが動いてしまっている可能性があるため、復帰時にホ
ーミングを行っていた。これに対し、第２の実施形態においては、電源遮断をともなう省
エネモードからの復帰時に、第１および第２ホームポジションセンサ５２１，５２２の状
態を検出して、第１ホームポジションセンサ５２１がオン、第２ホームポジションセンサ
５２２がオフの状態（ピンポイント）であれば、第１キャリッジ５０１がホームポジショ
ンにあるものと判断して、ホーミング動作を省略して読み取り可能状態に素早く達するこ
とができる。このように、ホームポジションセンサを複数配置することにより、位置の検
出精度を向上させることができるので、ホームポジションセンサの状態を確認するだけで
ホーミングを行う必要があるかどうか容易に判断し、必要のない場合には、ホーミングを
行わないことにより復帰時間の短縮が期待できる。
【００３９】
以下、第１及び第２の実施形態に係る画像読み取り装置が使用される画像形成装置につい
て説明する。
【００４０】
図７は図１に示す画像読み取り装置を備えた画像形成装置の概略構成を示す図、図８は図
７に示した画像形成装置の制御回路の概略構成を示すブロック図である。
【００４１】
以下、本実施形態に係る画像形成装置について説明する。
自動原稿送り装置（以後ＡＤＦ）１にある原稿台２に原稿の画像面を上にして置かれた原
稿束は、操作部３０上のスタートキーが押下されると、一番下の原稿から給送ローラ３、
給送ベルト４によってコンタクトガラス６上の所定の位置に給送される。読み取りユニッ
ト５０によってコンタクトガラス６上の原稿の画像データを読み取り後、読み取りが終了
した原稿は、給送ベルト４及び排送ローラ５によって排出される。さらに、原稿セット検
知センサ７によって原稿台２に次の原稿があることを検知した場合、前原稿と同様にコン
タクトガラス６上に給送される。給送ローラ３、給送ベルト４、排送ローラ５は搬送モー
タ２６によって駆動される。
【００４２】
第１トレイ８、第２トレイ９、第３トレイ１０に積載された転写紙は、各々第１給紙装置
１１、第２給紙装置１２、第３給紙装置１３によって給紙され、縦搬送ユニット１４によ
って感光体１５に当接する位置まで搬送される。読み取りユニット５０によって読み込ま
れた画像データは、書き込みユニット５７からのレーザによって感光体１５に書き込まれ
、現像ユニット２７を通過することによってトナー像が形成される。そして、転写紙は感
光体１５の回転と等速で搬送ベルト１６によって搬送されながら、感光体１５上のトナー
像が転写される。その後、定着ユニット１７にて画像を定着させ、排紙ユニット１８によ
って後処理装置のフィニシャ６０に排出される。
【００４３】
後処理装置のフィニシャ６０は、本体の排紙ローラ１９によって搬送された転写紙を、通
常排紙ローラ６２方向と、ステープル処理部方向へに導くことができる。切り替え板６１
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を上に切り替えると、搬送ローラ６３を経由して通常排紙トレイ６４側に排紙し、切り替
え板６１を下方向に切り替えると、搬送ローラ６５，６７を経由して、ステープル台６８
に搬送することができる。
【００４４】
ステープル台６８に積載された転写紙は、一枚排紙されるごとに紙揃え用のジョガー６９
によって、紙端面が揃えられ、一部のコピー完了と共にステープラ６６によって綴じられ
る。ステープラ６６で綴じられた転写紙群は自重によって、ステープル完了排紙トレイ７
０に収納される。
【００４５】
一方、通常の排紙トレイ６４は前後に移動可能な排紙トレイである。前後に移動可能な排
紙トレイ部６４は、原稿毎、あるいは、画像メモリによってソーティングされたコピー部
毎に、前後に移動し、簡易的に排出されてくるコピー紙を仕分ける機能を有する。
【００４６】
転写紙の両面に画像を作像する場合は、各給紙トレイ８～１０から給紙され作像された転
写紙を排紙トレイ６４側に導かないで、経路切り替えの為の分岐爪４１を上側にセットす
ることにより、一旦両面給紙ユニット１１１にストックする。その後、両面給紙ユニット
１１１にストックされた転写紙は再び感光体１５に作像されたトナー画像を転写するため
に、両面給紙ユニット１１１から再給紙され、経路切り替えの為の分岐爪４１を下側にセ
ットし、排紙トレイ６４に導く。この様に転写紙の両面に画像を作成する場合に両面給紙
ユニット１１１は使用される。
【００４７】
感光体１５、搬送ベルト１６、定着ユニット１７、排紙ユニット１８、現像ユニット２７
はメインモータ２５によって駆動され、各給紙装置１１～１３はメインモータ２５の駆動
を各々給紙クラッチ２２～２４によって伝達駆動される。縦搬送ユニット１４はメインモ
ータ２５の駆動を中間クラッチ２１によって伝達駆動される。
【００４８】
図８はメインコントローラを中心に、制御装置を図示したものである。メインコントロー
ラ２０は画像形成装置全体を制御する。メインコントローラ２０には、紙搬送等に必要な
メインモータ２５、各種クラッチ２１～２４が接続されている。また、オペレータに対す
る表示、オペレータからの機能設定入力制御を行う操作部３０、スキャナの制御、原稿画
像を画像メモリに書き込む制御、画像メモリからの作像を行う制御等を行う画像処理ユニ
ット（ＩＰＵ）４９、原稿自動送り装置（ＡＤＦ）１、等の分散制御装置が接続されてい
る。前記表示は液晶ディスプレイ３１を介して行われ、オペレータからの機能設定入力は
キー入力手段３２によって行われる。各分散制御装置とメインコントローラ２０は必要に
応じて機械の状態、動作司令のやりとりを行っている。各分散制御装置が実行する制御プ
ログラムは各分散制御装置内部のＲＯＭに格納されている。メインコントローラ２０には
ＩＣカードスロット２７が接続されており、ＩＣカードスロット２７を介して、画像形成
装置外部のＩＣカードに格納されている制御プログラムデータを分散制御装置内部のＲＯ
Ｍにダウンロードし、制御プログラムを変更することが可能である。
【００４９】
再び図７を用いて画像形成装置における画像読み取りから画像の書き込みまでの動作を説
明する。
【００５０】
読み取りユニット５０は、原稿を載置するコンタクトガラス６と光学走査系で構成されて
おり、光学走査系には、露光ランプ５１、第１ミラー５２、レンズ５３、ＣＣＤイメージ
センサ５１４等々で構成されている。露光ランプ５１及び第１ミラー５２は図示しない第
１キャリッジ上に固定され、第２ミラー５５及び第３ミラー５６は図示しない第２キャリ
ッジ上に固定されている。原稿像を読み取るときには、光路長が変わらないように、第１
キャリッジと第２キャリッジとが２対１の相対速度で前述のように機械的に走査される。
【００５１】



(8) JP 4298317 B2 2009.7.15

10

20

30

40

50

この光学走査系は、図示しないスキャナ駆動モータにて駆動される。原稿画像は、ＣＣＤ
イメージセンサ５４によって読み取られ、電気信号に変換されて処理される。レンズ５３
及びＣＣＤイメージセンサ５４を図７において左右方向に移動させることにより、画像倍
率が変わる。すなわち、指定された倍率に対応してレンズ５３及びＣＣＤイメージセンサ
５４の左右方向に位置が設定される。
【００５２】
書き込みユニット５７はレーザ出力ユニット５８、結像レンズ５９、ミラーで構成され、
レーザ出力ユニット５８の内部には、レーザ光源であるレーザダイオード及びモータによ
って高速で定速回転する回転多面鏡（ポリゴンミラー）が備わっている。
【００５３】
レーザ出力ユニット５８より照射されるレーザ光は、定速回転するポリゴンミラーで偏向
され、結像レンズ５９を通り、ミラーで折り返され、感光体１５面上に集光結像する。
【００５４】
偏光されたレーザ光は感光体１５が回転する方向と直行する方向（主走査方向）に露光走
査され、後述する画像処理部のセレクタより出力された画像信号のライン単位の記録を行
う。感光体１５の回転速度と記録密度に対応した所定の周期で主走査を繰り返すことによ
って、感光体面上に画像（静電潜像）が形成される。
【００５５】
上述のように、書き込みユニット５８から出力されるレーザ光が、画像作像系の感光体１
５に照射される。図示しないが感光体１５の一端近傍のレーザビームを照射される位置に
、主走査同期信号を発生するビームセンサが配置されている。
【００５６】
なお、図７に示した画像形成装置はＭＦＰ複写機として機能する。
【００５７】
【発明の効果】
以上のように、本発明に係る画像読み取り装置によれば、例えば、ネットワークからの起
動しプレスキャンを行う場合に、従来行っていたホーミング処理を省略することができ、
起動時間を短縮することによって、省エネ時に要求される未使用時の電源遮断においてユ
ーザーの使用時のストレスを従来機に対する簡易な制御変更により、軽減させることがで
きる。
【００５８】
また、本発明の画像形成装置によれば、電源オン後に素早い立ち上がりで画像読み取り装
置が動作するので、効率よく作業を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態における画像読み取り装置を示す要部構成図である。
【図２】図１の画像読み取り装置が搭載される画像形成装置の上部の一部を示す図である
。
【図３】キャリッジとホームポジションセンサの関係を説明するための図である。
【図４】第１の実施形態におけるスキャン制御の動作概要を示すフローチャートである。
【図５】本発明の第２の実施形態におけるキャリッジとホームポジションセンサとの位置
関係を説明する図である。
【図６】第２の実施形態におけるスキャン制御の動作概要を示すフローチャートである。
【図７】第１及び第２の実施形態に係る画像読み取り装置を備えた画像形成装置の概略構
成を示す図である。
【図８】図７に示した画像形成装置の制御装置の概略を示すブロック図である。
【符号の説明】
２　コンタクトガラス
３　圧板
４　光源
５ａ，５ｂ，５ｃ　第１、第２および第３のミラー
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６　レンズブロック
７　読取基板
７ａ　ＣＣＤ
５０　画像読み取り装置
５０１　第１キャリッジ
５０２　第２キャリッジ
５０６，５２１，５２２　ホームポジションセンサ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】 【図８】
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